
●開 催 日：令和 ２ 年２月  ２７ 日木   13：30 ～16：30  （開場13：00～）

●場　　所：福山商工会議所 １階 １０１会議室

●内　　容：（1）13：30～14：20　関税（品目）分類について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 講師：神戸税関業務部関税鑑査官

　　　　　　（2）14：30～15：30　ＥＰＡの原産地規則（検認のポイント含む）について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （※TPP11および日EU・EPAは対象外）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 講師：日本商工会議所　国際部　特定原産地証明担当者

　　　　　　（3）15：40～16：20　第一種特定原産地証明書の申請手続きについて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 講師：日本商工会議所　国際部　特定原産地証明担当者

　　　　　　（4）16：20～16：30　質疑応答

●定　　員：８０名（先着順。定員になり次第締め切ります）

●受 講 料：無 料

●申込方法：次の申込書に必要事項をご記入のうえ、FAXにてお申込みください。
　　　　　　また、当所ホームページからもできます。　ホームページ：http://www.fukuyama.or.jp/

●申込・問合せ：福山商工会議所 会員課（門田） 　〒 720－ 0067 福山市西町 2－10－1
　　　　　　　　　TEL：（084）921－ 2346　FAX：（084）922－ 0100

※駐車場は有料となります。また、駐車場が手狭なため、お車でのご来場はご遠慮願います。
※受講票は発行しませんので、当日直接会場へお越しください。
　（定員に達した場合のみ、ご連絡しますので、電話番号は必ずご記入ください）
※１社複数名で受講いただけます。本用紙をコピーのうえ、お申し込みください。

　日本では現在、既存のＥＰＡに加え、ＴＰＰ 11、日ＥＵ・ＥＰＡの発効により、ＥＰＡが利用できる国・
地域が急速に拡大しています。世界の巨大市場で多くの品目の関税が撤廃されることにより、日本企業のビ
ジネスチャンスの拡大が期待され、輸出企業だけでなく生産者・製造業者にとってもＥＰＡの知識が必要不
可欠となっています。
　本セミナーでは、関税（品目）分類、ＥＰＡの原産地規則（TPP11、日EU・EPAは除く）、第一種特定原
産地証明書の申請手続き等について、基礎からわかりやすく説明します。ぜひこの機会にご受講ください。

2／27「ＥＰＡ（経済連携協定）活用セミナー」 申 込 書
福山商工会議所　会員課行
ＦＡＸ（０８４）９２２－０１００

　 （ふりがな）

●事業所名 ●業種

　　　　　　　　〒

●所在地

●電話番号 ●ＦＡＸ番号
　 （ふりがな）

●受講者氏名 ●部署・役職
　 （ふりがな）

●受講者氏名 ●部署・役職
・ご記入いただいた情報は､セミナー運営および商工会議所からの各種連絡・情報提供のために利用することがあります｡� 　○Ｓ

ＥＰＡ（経済連携協定）活用セミナー
主催／広島県商工会議所連合会・福山商工会議所
共催／神戸税関


